
社団法人鶴岡青年会議所定款 
第１章 総則 
第１条（名称） 
この法人は、社団法人鶴岡青年会議所（Tsuruoka Junior Chamber）（以下「本会議所」という）とい

う。 
第２条（事務所） 
 本会議所は、事務所を山形県鶴岡市に置く。 
第３条（目的） 
 本会議所は、地域社会及び国家の発展を図り、会員の連携と指導力の啓発に努めるとともに、国際的理解を

深め、世界の繁栄と、平和に寄与することを目的とする。 
第４条（運営の原則） 
 本会議所は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業は行わない。 
 ２．本会議所は、これを特定の政党のために利用しない。 
第５条（事業） 
 本会議所は、第３条の目的を達成するために、次の事業を行う。 
（１） 政治、経済、社会、文化に関する研究並びにその改善発展に資する事業 
（２） 指導者訓練を基調とした修練並びに社会奉仕事業及び青少年問題に関する事業 
（３） 国際青年会議所、社団法人日本青年会議所並びに国内、国外の青年会議所及びその他の諸団体と提携

し、相互の理解と親善を図る事業 
（４） その他本会議所の目的を達成するために必要な事業 
第６条（事業年度） 
 本会議所の事業年度は、毎年１月１日に始まり、同年１２月３１日に終わる。 
 
 
第２章 会員 
第７条（会員） 
  本会議所の会員は、次の通りとする。 
（１） 正会員 鶴岡市及びその周辺の地域に居住または勤務する２０歳以上４０歳未満（以下『制限年齢』

という）の品格のある青年で、本会議所の目的に賛同し、入会した者。 
ただし、年度中に４０歳に達した場合は、その年度内は正会員の資格を有する。 

（２） 特別会員 制限年齢の年度末まで正会員であった者で、理事会の承認を得た者。 
（３） 賛助会員 本会議所の目的に賛同し、その事業の発展を助成することを望む個人及び法人又は団体で、

理事会の承認を得た者。 
第８条（会員の権利） 
 正会員は、この定款に別に定めるもののほか、本会議所の目的達成に必要なすべての事業に参加する権利を

平等に共有する。 
第９条（会員の義務） 
 会員は、定款その他の規定を遵守し、本会議所の目的達成に必要な義務を負う。 
第１０条（会費等の納入義務） 
 会員は、入会に際しては入会金を納入し、毎年定められた会費を所定期日までに納入しなければならない。 
 



第１１条（入会） 
 会員になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。 
第１２条（会員の資格の喪失） 
 会員は、次の事由により、その資格を失う。 
（１） 退会 
（２） 死亡又は解散 
（３） 破産又は禁治産もしくは、準禁治産の宣告。 
（４） 除名 
第１３条（退会） 
 本会議所を退会しようとする会員は、その年度の会費を納入して、理事長に退会届を提出しなければならな

い。 
第１４条（除名） 
 会員が次の各号の一つに該当するときは、総会において正会員現在数の４分の３以上の議決を得て、その会

員を除名することができる。 
（１） 本会議所の名誉を毀損し、設立の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為をしたとき。 
（２） 本会議所の会員としての義務に違反したとき。 
（３） その他、会員として適当でないと認められたとき。 
２． 前項各号の規定により会員を除名しようとするときは、総会において議決の前に弁明の機会を与えな

ければならない。 
第１５条（拠出品の不返還） 
 退会又は除名された会員が、既に納入した会費、その他拠出品は、これを返還しない。 
 
第３章 役員等 
第１６条（種別及び選任） 
 本会議所に、次の役員を置く。 
（１） 理事長１名 
（２） 副理事長５名以内 
（３） 専務理事１名 
（４） 常任理事１７名以内 
（５） 理事（理事長、副理事長、専務理事及び常任理事を含む）３５名以内 
（６） 監事 ２名又は３名 
２． 役員は正会員のうちから、総会において選任する。 
３． 役員の選任方法については、別に定める。 
４． 監事は、理事を兼ねることはできない。 

第１７条（職務） 
 理事長は、本会議所を代表し所務を統括する。 
 ２．副理事長は、理事長を補佐して所務を行い、あらかじめ定められた順序に従い理事長に事故あるとき、

又はかけたときは、その職務を行う。 
 ３．専務理事は、理事長を補佐して事務局を統括する。 
 ４．常任理事は、理事長及び副理事長を補佐して所務を分掌する。 
 ５．理事は理事会を構成し、所務を分掌する。 
 ６．監事は、民法第５９条の職務を行う。 



第１８条（役員の任期） 
 役員の任期は、毎年１月１日から同年１２月３１日とし、再任されることができる。 
 ２．補欠又は増員により就任した役員の任期は、前項の規定に関わらず、他の役員の残任期間と同一とする。 
 ３．役員は、任期満了の場においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 
第１９条（解任） 
 役員に、本会議所の役員としてふさわしくない行為があったときは、総会において正会員現在数の４分の３

以上の議決により、これを解任することができる。 
第２０条（直前理事長） 
 本会議所に直前理事長を置く。 
 ２．直前理事長は、前年度の理事長がこれにあたる。 
 ３．直前理事長は理事長経験を生かし、業務について必要な助言をする。 
 ４．直前理事長の任期は、１年とする。 
第２１条（顧問） 
 本会議所は顧問若干人をおくことができる。 
 ２．顧問は、理事会の推薦により、正会員のうちから理事長が委嘱する。 
 ３．顧問は、本会議所の運営に関する事項について、理事長の諮問に答え、又は意見を述べることができる。 
 ４．顧問の任期は、第１８条第１項の規定を準用する。 
 
 
 
第４章 会議 
第２２条（種別） 
 本会議所の会議は、総会、理事会及び常任理事会の３種とし、総会は、これを分けて定時総会及び臨時総会

とする。 
第２３条（構成） 
 総会は、正会員をもって構成する。 
 ２．理事会は、理事をもって構成する。ただし、監事、直前理事長及び顧問は、理事会に出席し、意見を述

べることができる。 
 ３．常任理事会は、理事長、副理事長、専務理事及び常任理事をもって構成する。ただし、当該年度内にお

いて、理事長が任命した場合は、他の理事の中からも構成員になることができる。 
第２４条（権能） 
 総会は、この定款で規定するもののほか、次の事項を議決する。 
（１） 事業計画並びに収支予算の変更に関すること。 
（２） 本会議所の運営に関する規則、規定の設定、変更及び廃止に関すること。 
（３） その他重要な事項に関すること。 
 ２．理事会は、この定款で別に規定するもののほか、次の事項を議決する。 
（１） 総会で議決した事項の執行に関すること。 
（２） 総会に付議すべき事項に関すること。 
（３） その他、総会の議決を要しない所務の執行に関すること。 
 ３．常任理事会は、理事会から付託された事項、並びに理事会に付議すべき事項を議決する。 
 
 



第２５条（開催） 
 定時総会は、毎年１月、９月及び１２月に開催する。 
 ２．臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。 
 （１） 理事会が必要と認めたとき 
 （２） 正会員の５分の１以上から、会議の目的たる事項を示して開催の請求があったとき 
 ３．理事会は毎月１回開催する。ただし、次に掲げる場合には、随時開催する。 
 （１） 理事長が必要と認めたとき 
 （２） 理事の２分の１以上から、会議の目的たる事項を示して開催の請求があったとき 
 ４．常任理事会は、理事長が必要と認めたとき随時開催する。 
第２６条（召集） 
 会議は、理事長が召集する。 
 ２．理事長は、前条第２項第２号の場合には、請求のあった日から２０日以内に臨時総会を、同条第３項第

２号の場合には、請求のあった日から７日以内に理事会を招集しなければならない。 
 ３．総会を招集するときは、会員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時場所を示して、会日

の５日前までに通知しなければならない。 
 ４．理事会を招集するときは、理事に対して日時及び場所を示して、会日の５日前までに通知しなければな

らない。ただし、理事全員の同意があるときは、召集の手続きを省略することができる。 
第２７条（議長） 
 会議の議長は、理事長がこれに当たる。 
第２８条（定足数） 
 会議は、構成員の２分の１以上の出席がなければ、開会することができない。 
第２９条（議決権） 
 正会員は、総会において各１個の議決権を有する。 
第３０条（議決） 
 総会の議事は、この定款で別に定めるもののほか、出席正会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のと

きは、議長の決するところによる。この場合においては、議長は、会員として議決に加わる権利を有しない。 
 ２．理事会及び常任理事会の議事は、それぞれ出席構成員の過半数の同意をもって決する。 
第３１条（議決権の代理行使） 
 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決

し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において第２８条及び前条の規定

の適用については、出席したものとみなす。 
 ２．理事会及び常任理事会においては、書面による表決及び代理人に表決を委任することはできない。 
第３２条（議事録） 
 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 
（１） 会議の日時及び場所 
（２） 会議の構成員の現在数 
（３） 総会にあってはその総会に出席した正会員の数、理事会及び常任理事会にあってはその理事会及び常

任理事会に出席した理事の氏名。 
（４） 議決事項 
（５） 議事の経過及び要領並びに発言要旨 
（６） 議事録署名人の選任に関する事項 
２．会議の議事録には、議長のほか出席した構成員の中から、その会議において選任された議事録署名人２



人以上が署名しなければならない。 
 
第５章 例会及び委員会 
第３３条（例会） 
 本会議所は、運営を円滑にし、その目的達成のため、毎月１回以上の例会を開く。 
 ２．例会の運営については、理事会において定める。 
第３４条（委員会の設置） 
 本会議所は、その目的達成に必要な事項を調査し、研究し、審議し、又は実施するために委員会を置く。 
第３５条（委員会の構成） 
 委員会は、委員長１名及び委員若干名をもって構成する。 
２．委員長は、理事のうちから理事長が理事会の承認を得て任命する。 
３．正会員は、理事長、副理事長、専務理事、常任理事、監事、直前理事長及び顧問を除き、原則として全

員がいずれかの委員会に所属しなければならない。 
 
第６章 資産・会計及び管理 
第３６条（資産の構成） 
 本会議所の資産は、入会金、会費その他の収入をもって構成する。 
第３７条（資産の管理） 
 本会議所の資産は、理事長が管理し、その方法はこの定款で別に定めるもののほか、理事会の決議による。 
第３８条（経費の支弁） 
 本会議所の経費は資産をもって支弁する。 
第３９条（会計区分） 
 本会議所の会計は、各事業年度毎に一般会計、特別会計及び基金会計の３種に区分する。 
 ２．一般会計は、通常事業遂行に関する収支を経理する。 
 ３．特別会計は、一般会計で処理することが不適当と認められる大規模、もしくは特殊な事業に関する収支

を事業別に経理する。 
 ４．基金会計は、基金となるべき収支により、積立てられた資産及び運用により取得した財産の管理運用を

経理する。 
第４０条（事業計画及び予算） 
 理事長は、本会議所の事業計画及び収支予算を作成し、その事業年度開始前に総会の承認を得なければなら

ない。 
第４１条（事業報告及び決算） 
 理事長は事業年度終了後速やかに、その年度に係る次の各号に掲げる書類を作成し、定時総会の会日の７日

前までに監事に提出しなければならない。 
（１） 事業報告書 
（２） 会計報告書（収支計算書、貸借対照表及び財産目録） 
２．前項の書類の提出を受けた監事は、厳正な監査を行い、意見書を作成し、すみやかに理事長に提出しな

ければならない。 
３．理事長は、前項の意見書を添えて、第１項の書類を定時総会に提出し、その承認を求めなければならな

い。 
４．理事長は、定時総会終了後、遅滞無く第１項の書類を主務官庁及び社団法人日本青年会議所に提出しな

ければならない。 



第４２条（定款等の備置） 
 理事長は、定款、諸規則、会員名簿及び会議の議事録を常に事務所に備え置かなければならない。 
第４３条（事務局） 
 本会議所は、その事務を処理するため事務局の所在地に事務局を置く。 
 
第７章 定款の変更及び解散 
第４４条（定款の変更） 
 この定款は、総会において正会員現在数の４分の３以上の同意を得、かつ主務官庁の認可を得なければ変更

することができない。 
第４５条（解散及び残余財産の処分） 
 本会議所は、次の事由により解散する。 
（１） 目的たる事業の完了又はその成功 
（２） 破産 
（３） 総会の決議 
（４） 正会員死亡 
２．前項第３号により解散する場合には、正会員現在数の４分の３以上の同意を得なければならない。 
３．解散の時に存する残余財産は、総会の議決を得、かつ主務官庁の許可を得て、本会議所と類似の目的を

もつ公益法人に寄付するものとする。 
第４６条（精算人） 
 本会議所の解散に菜石手は、精算人を総会において選任する。 
 ２．精算人は、就任の日から６ヶ月以内に清算事務を処理し、総会の承認を得なければならない。 
 
第８章 雑則 
第４７条（委任） 
 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て定める。 
 
附則 
 
本定款は昭和５６年７月９日より施行する。 
本定款は昭和６０年１月１日より施行する。 
本定款は主務官庁の認可の効力が生じた日より施行する。 

（平成９年７月９日） 


